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http://www.chinacourt.org/html/article/200909/11/373443.shtml 
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院达到 84 个。二是知识产权审判资源配置不断优化。近年来，多个地方法院进行了由一个审判庭统一

受理知识产权民事、行政和刑事案件的试点工作。今年 7 月 1日，最高人民法院统一了专利商标等授权

确权类知识产权一、二审案件的审理分工，将该类案件统一交由北京市有关法院和最高人民法院的知识

产权审判庭审理。  

   30 年来，中国知识产权专业审判组织从无到有、不断健全，知识产权审判力量由弱到强、不断

充实，知识产权法官的司法能力和专业水平稳步提升。截至 2008 年 10 月，全国地方法院单设知识产权

审判庭 298 个，专设知识产权合议庭 84 个，共有从事知识产权审判的法官 2126 人。  
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中国知的財産権の司法による保護がここ 30 年で顕著な成果をみせた（翻訳） 

 

http://www.chinacourt.org/html/article/200909/11/373443.shtml 

 

 

作者： 張 娜 聂敏寧    発表時間： 2009-09-11 09:06:38  

 

  9月 10日に開催された 2009年知的財産権保護国際研究会への取材により、改革開放から 30年の間、

中国の知的財産権の司法保護は顕著な成果をあげ、基本的に国の需要に応じた、国際義務をも履行す

る、中国の特色を有する知的財産権保護の完全なシステムが構築されたことが分かった。 

 民事、行政、刑事の 3 つの審判により、中国人民法院は、全方面の知的財産権の司法を保護してき

た。過去の 30 年間、人民法院が審判した知的財産権の案件数には、安定的な増加という特徴が見ら

れる。2001 年から 2008 年の間、全国地方人民法院が受理したおよび結審となった民事案件それぞれ

141968 件と 135899 件あり、年平均増加率は 25.61%と 25.75%であり、2002 年から 2008 年の間、全

国の地方人民法院が受理したおよび結審となった行政案件それぞれ 4546 件と 4416 件であり、年平均

増加率は 22.59%と 22.77%である。2002 年から 2008 年の間、現在、中国の人民法院が受理した案件

のすべてが知的財産権類に関わり、しかも知的財産権の創造、運用、保護、管理の全過程に関連して

いる。 

 各級の人民法院が知的財産権の司法保護のレベルを高め、公開審理の形式を堅持すると同時に、司

法保護の透明性が強調されている。最高人民法院が 2006 年 3 月 10 日、「中国知的財産権人民法院ホ

ームページ」を正式に開通し、今年 2 月末までに、55772 通の知的財産権の裁判文書がインターネッ

トにより公開された。各級の人民法院は、知的財産権の訴訟を和解方式で解決することを重視し、顕

著な効果があがった。近年来、知的財産権の一審で和解により訴訟撤回とされた比率は平均 50％以

上を保っている。 

  世界の多数の国と比べて、中国人民法院の臨時措置の適用による知的財産権保護の態度が積極的と

いえ、実際に、訴えが支持された裁定の比率も相当高かった。最近の統計によると、2008 年 1 月か

ら 10 月までの間、全国の地方人民法院の知的財産権に関連する訴訟前臨時禁止令、訴訟前証拠保全

と財産保全に対する実際の支持率が 90％を超えた。人民法院は、損害賠償の知的財産権保護におけ

る重要な作用を重視し、権利者が損害賠償を十分に受けられるよう確実に保証している。例として、

北京嘉裕東方葡萄酒有限公司と中国糧油（グループ）有限公司商標不法行為の紛糾上訴案件であり、

最高人民法院が嘉裕公司に約 1061 万元の利益があったとみなし、これらの利益すべてを原告への損

害賠償にするとの判決を下した。当該賠償額は、今まで最高人民法院が下した判決の中で最高額であ

った。 

 1985 年以来、最高人民法院は 39 件の知的財産権の司法解釈を公表し、その中で現行有効なものは

27 件あり、各種の知的財産権司法保護制度の完全化を促した。長い年月をかけて、最高人民法院は、
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絶えず知的財産権の審判機能を充足してきた。まずは、知的財産権の管轄制度を完全化していくこと

である。今年 7 月末時点で、特許、植物新品種と集積電路配置設計案件の管轄権を有する全国指定の

中級人民法院はそれぞれ 71 ヵ所、38 ヵ所、43 ヵ所あり、認可を経て、一部の知的財産権の民事案件

を審理できる基層人民法院は 84 ヵ所ある。次に、知的財産権の審判資源の配置を絶えず合理化して

いくことである。最近、幾つかの地方人民法院で、民事、行政、刑事案件を一つの法廷で審理する試

みが実施された。今年 7 月 1 日、最高人民法院が特許、商標権などを受ける権利確認類の知的財産権

について一審、二審の審理の分業を統一化した。この種の審判は、統一して北京市人民法院と最高人

民法院の知的財産権法廷に委ねて審理を行う。 

 ここ 30 年間でみれば、中国の知的財産権専門の審判組織はゼロの状態から、その完備が進み、知

的財産権審判の力量は弱から強になり、絶えず充実を続け、、知的財産権の裁判官の業務能力と専門

知識も着実に高まっている。2008 年 10 月、全国の地方人民法院は、単独で知的財産権法廷を 298 ヶ

所、専門に知的財産権合議制法廷を 84 ヶ所設置した。知的財産権を審判する司法官は計 2126 人にな

る。 

出典： 人民法院報 
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二 2009 年知財裁判の統計に関する報道（二） 

 

去年国の知的財産権案件数が大幅に増加23 

 

去年我国审判知识产权案件量大幅增加(原文) 

 

  据最高人民法院最新统计数据显示，2008 年全国法院知识产权审判工作取得重大进展，全国地方

法院共新收和审结知识产权民事一审案件分别为 2.4406 万件和 2.3518 万件，同比分别增长 36.52%和

35.2%；共审结涉及知识产权侵权的刑事案件 3326 件；新收一审知识产权行政案件 1074 件，审结 1032

件。 

  据悉，最高人民法院 2008 年知识产权民事案件数量继续保持稳定增长的势头。其中，全国地方法

院新收专利案件 4074 件，同比增长 0.82%；商标案件 6233 件，同比增长 61.69%；著作权案件 1.0951

万件，同比增长 50.78%。全年共审结涉外知识产权民事一审案件 1139 件，同比增长 70.51%；审结涉港

澳台知识产权民事一审案件 225 件，同比下降 30.34%。全年共新收和审结知识产权民事二审案件 4759

件和 4699 件，同比分别增长 66.11%和 63.73%；再审案件 102 件和 71 件，同比分别增长 161.54%和增

长 57.78%。全国法院知识产权民事案件一审结案率从 2007 年的 80.01%上升到 2008 年的 81.73%。 

  同时，全国法院履行刑事审判职责，严厉打击了各类知识产权犯罪行为。2008 年全国地方法院共

审结涉及知识产权侵权的刑事案件 3326 件，判决发生法律效力 5388 人，其中有罪判决 5386 人。 

   据悉，截至 2008 年底，全国已经有 9 个中级法院和 14 个基层法院开展了由一个审判庭统一受理

各类知识产权案件的试点工作。目前全国具有专利案件管辖权的中级法院达到 71 个，可以审理一般知

识产权民事案件的基层法院达到 66 个。 

 

                                                  
23 出典：知識産権報 

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/200903/t20090309_444003.html 
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昨年の中国知的財産権審判件数が大幅に増加（翻訳） 

 

 

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/200903/t20090309_444003.html 

 

   

最高人民法院の統計データによると、2008 年全国法院知的財産権審判は大きく進展した。全国の

地方法院が受理および結審した知的財産権民事一審案件は、それぞれ 2.4406 万件と 2.3518 万件で、

昨年と比べて、36.52％と 35.2％増加している。結審した知的財産権関連の刑事案件は 3326 件であっ

た。受理した一審知的財産権行政案件は 1074 件、結審は 1032 件であった。 

 ある情報によれば、最高人民法院の 2008 年知的財産権の案件数は増加の一途をたどり、その内、

全国地方法院が受理した特許案件は 4074 件で、昨年と比べて 0.82％増加、商標案件は 6233 件で、昨

年と比べて 61.69％増加、著作権は 1.0951 万件で、昨年と比べて 50.78％増加した。通年の渉外知的

財産権民事一審案件は 1139 件で、昨年と比べて 70.51％増加したが、香港、台湾、マカオ関係の知的

財産権民事一審案件は 225 件で、昨年と比べて 30.34％減少した。通年の受理および結審した知的財

産権民事二審案件は 4759 件と 4699 件で、昨年と比べて、それぞれ 66.11％、63.73％増加した。再審

案件は 102 件と 71 件で、昨年と比べて、それぞれ 161.54％と 57.78％増加した。全国の人民法院の知

的財産権民事案件一審の結審率は、2007 年の 80.01％から 2008 年の 81.73％まで増加した。 

同時に、全国の人民法院は、刑事審判の職責を履行し、各種の知的財産犯罪行為に厳しい打撃を与

えた。2008 年に全国の地方人民法院が結審した知的財産権侵害の刑事案件は計 3326 件で、5388 人に

対して法的効力を有する判決を下し、その内有罪判決は 5386 人に対して下された。 

 ある情報によれば、2008 年の年末にかけて、一法廷で各種の知的財産権案件をまとめて受理する

試みが、全国の 9 ヶ所の中級人民法院と 14 ヶ所の基層人民法院で展開された。現在、特許案件の管

轄権を有する中級法院は 71 ヶ所あり、一般の知的財産権民事案件を審理できる基層人民法院は 66

ヶ所ある。 (知識財産権報 記者 魏小毛) 
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三 2009 年知財裁判の統計に関する報道（三） 

 

ここ一年間で各級法院が結審した知的財産権案件は 27,876 件で、同時期と比べて 32.58％上昇24 

 

一年来各级法院审结知识产权案件 27,876 件 同比上升 32.58%(原文) 

 

2009年 3月 10日下午 3时，第十一届全国人民代表大会第二次会议在人民大会堂举行第三次全体会议，

听取最高人民法院院长王胜俊作最高人民法院工作报告；听取最高人民检察院检察长曹建明作最高人民

检察院工作报告。  

    [王胜俊]努力为自主创新提供司法保障。认真贯彻《国家知识产权战略纲要》，扎实开展以“司法

护权、激励创新”为主题的知识产权保护活动，展示了我国重视知识产权司法保护的良好形象。  

    完善涉及驰名商标案件的管辖制度，规范注册商标、企业名称纠纷案件的受理条件，依法惩治侵犯

知识产权的犯罪行为，进一步拓展知识产权司法保护范围，加大保护力度。完善知识产权审判机制，充

实审判力量，将管辖知识产权案件的中级、基层法院从 109 个增加到 133 个，并积极探索建立综合保护

知识产权的新模式。一年来，全国各级法院审结知识产权案件 27876 件，同比上升 32.58%。 

 

                                                  
24 出典：新華網（新華サイト）、中国政府網（中国政府サイト） 

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/200903/t20090309_444003.html 
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ここ一年間で各級法院が結審した知的財産権案件は 27,876 件で、同時期と比べて 32.58％上昇 (翻訳) 

http://news.xinhuanet.com/legal/2009-03/10/content_10983638.htm 

2009 年 3 月 10 日 15:17:07  出典：新華サイト/中国政府サイト 

 

 2009 年 3 月 10 日の午後 3 時、第 11 期中国人民代表大会第 2 回会議の第 3 回全体会議が人民大会

堂で開催され、最高人民法院の王勝俊院長の最高人民法院業務報告、最高人民検察院の曹建明検察長

の最高人民検察院業務報告を聴いた。 

 「王勝俊」は、自主創造行為を保護するために司法保障の提供に力を注いでいる。「国家知的財産権

戦略綱要」の実行を徹底し、「司法で権力を守り、創造を激励する」というテーマの知的財産権保護

活動を着実に展開し、中国は知的財産権の司法保護を重視しているという良い心象を与えた。 

 著名商標案件の管轄制度を充足し、登録商標、企業名称紛争案件の受理条件を明確化し、知的財産

権侵害の犯罪行為を法により処罰し、知的財産権の司法保護範囲をさらに拡張し、保護力が増した。

知的財産権の審判機能を完全化し、審判力を強化した。知的財産権案件を管轄する中級、基層人民法

院を 109 ヵ所から 133 ヵ所に増加した。しかも知的財産権を総合的に保護する新モデルの構築が積極

的に探究された。ここ一年間で、全国の各級の人民法院が結審した知的財産権案件は 27876 件で、昨

年と比べ 32.58％増加している。 
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四 2009 年知財裁判の統計に関する報道（四） 

 

最高人民法院知的財産権案件年度報告（2008）25 

 

http://www.chinacourt.org/html/article/200904/23/354227.shtml 

 

最高人民法院知识产权案件年度报告(原文) 

 

中华人民共和国最高人民法院知识产权审判庭 

2009 年 4 月  

 

 目  录  

   序言  

   一、知识产权民事案件  

   （一）专利案件  

   （二）著作权案件  

   （三）商标案件  

   （四）不正当竞争案件  

   （五）技术合同案件  

  二、知识产权行政案件  

   （一）专利授权确权案件  

   （二）商标授权确权案件  

  序 言  

   最高人民法院知识产权审判庭负责审理本院受理的各类知识产权民事纠纷案件和部分专利、商标

授权确权行政纠纷案件。2008 年，最高人民法院知识产权审判庭共新收包括侵犯专利权纠纷、侵犯著

作权纠纷、侵犯商标权纠纷、不正当竞争纠纷和各类知识产权合同纠纷以及专利、商标授权确权纠纷等

知识产权案件 277 件，加上 2007 年旧存的各类案件 52 件，全年共审理各类案件 329 件，比 2007 年增

长 103.9%。最高人民法院通过依法履行知识产权审判职责，解决各类知识产权纷争，充分保护了当事

人的合法权益。同时，最高人民法院通过一系列疑难复杂和新类型知识产权案件的裁判，不断明确相关

                                                  
25 出典：中国法院ネット 

http://www.chinacourt.org/html/article/200904/23/354227.shtml 
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法律适用问题，维护了知识产权司法标准的统一。最高人民法院裁判的这些知识产权案件中有关法律适

用问题的阐释，对于全国法院知识产权司法保护工作具有指导和借鉴意义。为及时总结审判经验，加强

审判监督和指导，促进知识产权法律适用标准的统一和完善，最高人民法院知识产权审判庭在 2008 年

度审结的 184 件案件中，选取了 23 件典型案件的判理摘要，形成本年度报告，现公开发布。  

  一、知识产权民事案件  

  （一）专利案件  

   1、在施特里克斯有限公司与宁波圣利达电器制造有限公司、华普超市有限公司侵犯专利权纠纷

申请再审案中，最高人民法院（2007）民三监字第 51－1 号驳回再审申请通知认为，公知技术抗辩的适

用仅以被控侵权产品中被指控落入专利权保护范围的全部技术特征与已经公开的其他现有技术方案的

相应技术特征是否相同或者等同为必要，不能因为被控侵权产品与专利权人的专利相同而排除公知技术

抗辩原则的适用。  

   2、在辽宁省高级人民法院关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准《复合载体夯扩桩设计

规程》设计、施工而实施标准中专利的行为是否构成侵犯专利权问题请示案中，最高人民法院(2008)

民三他字第 4 号答复函认为，鉴于目前我国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信息的公开披露及使

用制度的实际情况，专利权人参与了标准的制定或者经其同意，将专利纳入国家、行业或者地方标准的，

视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利，他人的有关实施行为不属于专利法第十一条所规

定的侵犯专利权的行为；专利权人可以要求实施人支付一定的使用费，但支付的数额应明显低于正常的

许可使用费；专利权人承诺放弃专利使用费的，依其承诺处理。  

   3、在浙江杭州鑫富药业股份有限公司诉山东新发药业有限公司、上海爱兮缇国际贸易有限公司

发明专利临时保护期使用费纠纷及侵犯发明专利权纠纷管辖权异议申请再审案中，最高人民法院（2008）

民申字第 81 号民事裁定明确了发明专利临时保护期使用费纠纷的管辖确定原则。最高人民法院认为，

发明专利临时保护期使用费纠纷虽然不属于一般意义上的侵犯专利权纠纷，但在本质上也是一类与专利

有关的侵权纠纷，应当依据民事诉讼法第二十九条有关侵权诉讼的管辖确定原则来确定发明专利临时保

护期使用费纠纷的管辖。发明专利临时保护期使用费纠纷在案件性质上与侵犯专利权纠纷最为类似，因

此，在法律或者司法解释对这类案件的管辖作出特别规定之前，可以参照侵犯专利权纠纷的管辖规定确

定管辖。对于被控侵权的实施行为跨越发明专利授权公告日前后的，其行为具有前后的连续性、一致性，

从方便当事人诉讼出发，应当允许权利人一并就临时保护期使用费和侵犯专利权行为同时提出权利主

张。  

   4、在蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂与山东东岳有机硅材料有限公司、山东东

岳氟硅材料有限公司、北京石油化工设计院有限公司侵犯实用新型专利权纠纷上诉案中，最高人民法院

（2008）民三终字第 7 号民事裁定认为，受理法院对案件有管辖权是审理案件的前提，当确定诉讼主体
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与确定管辖权发生冲突时，受理法院应当首先就管辖权问题作出裁定。  

   5、在蔡朗春与佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、江门市新力塑料厂有限公司、朱根良侵犯专利权纠

纷管辖权异议申请再审案中，最高人民法院（2008）民申字第 19 号民事裁定认为，杭州市中级人民法

院已审理过再审申请人就涉案专利权提起的多个侵权诉讼，且本案不属于在浙江省内具有重大影响的案

件，因此，为便于案件的审理，上级人民法院可以根据民事诉讼法第三十九条的规定将本院管辖的第一

审民事案件交下级人民法院审理。  

  （二）著作权案件  

   6、在广东大圣文化传播有限公司与洪如丁、韩伟、广州音像出版社、重庆三峡光盘发展有限责

任公司、联盛商业连锁股份有限公司侵犯著作权纠纷申请再审案中，最高人民法院（2008）民提字第

51 号民事判决澄清了著作权法第三十九条第三款与第四十一条第二款的法律适用范围问题。著作权法

第三十九条第三款设定了限制音乐作品著作权人权利的法定许可制度，即“录音制作者使用他人已经合

法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品，可以不经著作权人许可，但应当按照规定支付报酬”。该

规定虽然只是规定使用他人已合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品可以不经著作权人许可，但

该规定的立法本意是为了便于和促进音乐作品的传播，对使用此类音乐作品制作的录音制品进行复制、

发行，同样应适用著作权法第三十九条第三款法定许可的规定。即经著作权人许可制作的音乐作品的录

音制品一经公开，其他人再使用该音乐作品另行制作录音制品并复制、发行，不适用第四十一条第二款

“经著作权人许可”的规定。  

   7、在新传在线（北京）信息技术有限公司与中国网络通信集团公司自贡分公司侵犯信息网络传

播权纠纷申请再审案中，最高人民法院（2008）民申字第 926 号民事裁定认为，对于当事人提供的相关

公证证据，人民法院在必要时可以根据网络环境和网络证据的具体情况，审查公证证明的网络信息是否

来自于互联网而不是本地电脑，并在此基础上决定能否作为定案依据。因在技术上确实存在可以预先在

本地电脑中设置目标网页，通过该电脑访问互联网时，该虚拟的目标网页与其他真实的互联网页同时并

存的可能性，当公证行为是在公证处以外的场所进行，公证所用的电脑及移动硬盘在公证之前不为公证

员控制，且公证书没有记载是否对该电脑及移动硬盘的清洁性进行检查的情况下，最高人民法院认为此

类公证书虽能证明在公证员面前发生了公证书记载的行为，但还不足以证明该行为发生于互联网环境之

中。本案不仅对人民法院如何审查涉及网络的公证证据具有指导意义，也有利于规范涉及网络的公证行

为。  

   8、在日本国株式会社双叶社与上海恩嘉经贸发展有限公司、广州市诚益眼镜有限公司、响水县

世福经济发展有限公司侵犯著作权纠纷申请再审案中，最高人民法院（2007）民三监字第 14-1 号民事

裁定认为，双叶社的起诉请求不仅主张被申请人诚益公司、世福公司在注册或者持有的商标中非法使用

了其享有著作权的“蜡笔小新”美术作品，还主张恩嘉公司未经许可在产品销售、宣传时非法使用其美
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术作品；双叶社对上述产品销售、宣传等实际使用行为提起诉讼，属于民事权益争议，在符合民事诉讼

法第一百零八条规定的情况下，人民法院应当予以受理。  

   9、在中国文联音像出版社、天津天宝文化发展有限公司、天津天宝光碟有限公司与广东唱金影

音有限公司及河北省河北梆子剧院等侵犯著作权纠纷上诉案中，最高人民法院（2008）民三终字第 5

号民事判决认为，其一，对于整台戏剧的演出，由于其筹备、组织、排练等均由剧院或剧团等演出单位

主持，演出所需投入亦由演出单位承担，演出体现的是演出单位的意志，故演出单位是著作权法意义上

的表演者；其二，录像制作者享有的“录像制作者权”与其从表演者及相关著作权人处获得授权的“独

家出版发行相关剧目录像制品的权利”不同，前者是对其自行录制的录像制品享有的复制、发行、出租、

信息网络传播等权利，后者则类似于专有出版权，可以禁止他人未经许可出版、发行同一表演者表演的

该剧目的录像制品，不限于某一演出场次、某一录制版本。  

   10、在孙楠与北京金视光盘有限公司、淄博银座商城有限责任公司、江西音像出版社侵犯表演者

权纠纷提审案中，最高人民法院以（2008）民申字第 804 号民事裁定提审本案后，虽因当事人申请撤诉

而以（2008）民提字第 55 号民事裁定准予撤诉结案，但通过本案的审理，统一了对于本案涉及的当事

人举证责任以及相关证据认定标准的认识。关于表演者身份的确定，本案涉案光盘彩封及盘芯均标有

“孙楠 对视”、“sun nan:最新专辑”字样，印有孙楠的多幅照片，且孙楠对其中相关曲目为其表演

的事实予以认可，在没有相反证据推翻该事实的情况下，可以据此认定孙楠为相关曲目的表演者。关于

侵权人身份的确定，首先，金视公司否认涉案光盘由其复制、发行，但该光盘蚀刻有其生产源识别码

（SID）；其次，其承认由其向法院提交的相关复制委托书是伪造的，但未说明由谁伪造，且未就为何涉

案光盘显示的出版号码、出版发行日期及相关文字与另一份合法签订的复制委托书一致等作出合理解

释；再次，江西音像出版社也辩称金视公司曾擅自盗用该社版号。综合上述相关证据，可以认定涉案光

盘由金视公司复制、发行。  

   11、在王志荣与湖南大学出版合同纠纷申请再审案中，最高人民法院（2008）民申字第 823 号民

事裁定认为本案的主要法律问题是国家版权局制定的《出版文字作品报酬规定》第十六条应否在本案中

适用的问题。最高人民法院认为鉴于该条的法律依据——修订前的著作权法实施条例第四十条已于

2002 年 9 月 15 日修订时被删除，虽然目前国家相关部门对《出版文字作品报酬规定》第十六条尚未做

出调整，但该条因不符合现行《中华人民共和国著作权法》的精神并已经滞后而不应在本案中适用。  

   12、在张培莲与四川科学技术出版社侵犯著作权纠纷申请再审案中，最高人民法院（2008）民监

字第 126 号民事裁定明确了对于已为生效裁判确定为侵权并已给予权利人充分赔偿的图书，如在该判决

生效后继续发行，属于对原判决执行的问题，不构成新的侵权行为。  

  （三）商标案件  

   13、在深圳市远航科技有限公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、
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深圳市腾讯计算机系统有限公司西安分公司侵犯商标权及不正当竞争纠纷请示案中，最高人民法院

（2008）民三他字第 12 号答复函认为，对于在一定地域内的相关公众中约定俗成的扑克游戏名称，如

果当事人不是将其作为区分商品或者服务来源的商标使用，只是将其用作反映该类游戏内容、特点等的

游戏名称，可以认定为正当使用。是否属于上述情形，应结合案件的具体情况，依据商标法实施条例第

四十九条的规定作出认定。  

  （四）不正当竞争案件  

   14、在广东伟雄集团有限公司、佛山市高明区正野电器实业有限公司、广东正野电器有限公司与

佛山市顺德区正野电器有限公司、佛山市顺德区光大企业集团有限公司侵犯商标权和不正当竞争纠纷申

请再审案中，最高人民法院（2005）民三监字第 15-1 号民事裁定认为，受反不正当竞争法保护的企业

名称，特别是字号，不同于一般意义上的人身权，是区别不同市场主体的商业标识，可以承继。该裁定

还明确，登记使用与他人注册商标相同的文字作为企业名称中的字号，生产经营相类似的产品，倘若足

以使相关公众对商品的来源产生混淆，即使他人的商标未被认定为驰名商标或者著名商标，仍可构成不

正当竞争行为。  

   15、在艾利丹尼森公司、艾利(广州)有限公司、艾利(昆山)有限公司、艾利(中国)有限公司与四

维企业股份有限公司、四维实业(深圳)有限公司、南海市里水意利印刷厂、佛山市环市镇东升汾江印刷

厂经营部侵犯商业秘密纠纷管辖权异议上诉案中，最高人民法院（2007）民三终字第 10 号民事裁定认

为，销售侵犯商业秘密所制造的侵权产品不属于反不正当竞争法第十条规定的侵犯商业秘密的行为；使

用商业秘密的行为实施地和结果发生地通常是重合的，亦即，使用商业秘密的过程，一般是制造侵权产

品的过程，当侵权产品制造完成时，使用商业秘密的侵权结果即同时发生，不宜将该侵权产品的销售地

视为使用商业秘密的侵权结果发生地。  

  （五）技术合同案件  

   16、在长城汽车股份有限公司与考泰斯（上海）塑料制品有限公司技术委托开发合同纠纷管辖权

异议申请再审案中，最高人民法院（2008）民申字第 46 号民事裁定认为，民事诉讼法第二十四条规定

明确了合同履行地法院对因合同纠纷提起的诉讼有管辖权，但对于何谓履行地并无进一步的规定，《最

高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》亦未对技术合同的履行地作出解

释，而合同法第四章规定了合同履行地点的确定原则。因此，可以根据合同法关于合同履行地点的规定

确定民事诉讼法第二十四条规定的合同履行地。  

  二、知识产权行政案件  

    （一）专利授权确权案件  

   1、在济宁无压锅炉厂诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人舒学章发明专利无效纠纷提审

案中，最高人民法院（2007）行提字第 4号行政判决明确了对专利法上的禁止重复授权原则的理解和相
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关行政操作的合法性，同时也澄清了专利法上“同样的发明创造”的概念的内涵。本案的焦点在于原中

国专利局于 1995 年 9 月 28 日发布的《审查指南公报》第 6 号所确立的允许同一申请人就同样的发明创

造既申请实用新型专利又申请发明专利的相关行政操作是否符合专利法上的禁止重复授权原则，这也涉

及到我国专利局过去依此授予的数千件专利的有效性问题。最高人法院认为，专利法所称的同样的发明

创造是指保护范围相同的专利申请或者专利，在判断方法上应当仅就各自请求保护的内容进行比较即

可，本案涉案两个专利不属于同样的发明创造；专利法上的禁止重复授权是指同样的发明创造不能有两

项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在，而不是指同样的发明创造只能被授予一次专利权，

有关的行政操作并不违背当时以及现行的有关禁止重复授权的立法精神。  

   2、在国家知识产权局专利复审委员会与科万商标投资有限公司、佛山市顺德区信达染整机械有

限公司外观设计专利无效纠纷申请再审系列案中，最高人民法院（2008）行提字第 4、5、6、7、8 号行

政判决阐明了如下意见：专利法实施细则第十三条第一款系关于禁止重复授权的规定，就外观设计而言，

为防止外观设计专利权之间的相互冲突，无论是相同的外观设计，还是相近似的外观设计，也不论是否

为同一申请人，均应按照上述行政法规的规定授予一项专利权；被宣告无效的专利自始即不存在，不应

当再将其作为判断是否重复授权的对比文件；每个单元的外观设计均相同，所不同的只是单元数量的简

单增加或者减少，属于相近似的外观设计。  

   3、在如皋市爱吉科纺织机械有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人王玉山实用新

型专利无效纠纷提审案中，最高人民法院（2007）行提字第 3号行政裁定明确了企业标准备案是否构成

专利法意义上的公开和法院能否对专利确权行政案件行使司法变更权这两个重要问题。最高人民法院认

为，企业标准的备案并不意味着标准的具体内容要向社会公开发布，备案也不意味着公众可以自由查阅

和获得，企业标准并不因备案行为本身而构成专利法意义上的公开；在现行的行政诉讼法律框架下，法

院在判决主文中直接对涉案专利权的效力作出宣告判决，缺乏充分的法律依据。  

    （二）商标授权确权案件  

   4、在西南药业股份有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、拜耳消费者护理股份有

限公司商标行政纠纷申请再审案中，最高人民法院（2007）行监字第 111-1 号驳回再审通知认为，通用

名称包括法定的通用名称和约定俗成的通用名称，被列入地方药品标准的名称原则上应认定为通用名

称，但如该国家药品标准修改后则不宜仍将其认定为法定的通用名称；判定其是否是通用名称的标准应

当是其是否是已为同行业经营者约定俗成、普遍使用的表示某类商品的名词；关于通用名称的判断时间

点，应当以评审时的事实状态予以判断。  

   5、在常州诚联电源制造有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、常州市创联电源有

限公司商标行政纠纷申请再审案中，最高人民法院（2006）行监字第 118－1 号驳回再审申请通知明确

了商标法第四十一条第一款中“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形并列，涉及的是撤销
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商标注册的绝对事由，在涉及在先权利的注册商标争议中，不应将该条款中的“其他不正当手段”适用

于涉及私权利的撤销商标争议案件，而应当适用商标法第四十一条第二款、第三款的规定。同时，该通

知书进一步明确，要解决违反诚实信用原则、抢注在先商标或者其他损害他人其他在先权利的问题，制

止不正当竞争行为，正确理解和适用商标法第三十一条的规定就能够解决；商标法第三十一条对未注册

商标保护设定了三个条件，即在先使用、有一定影响、以不正当手段抢注，其中“有一定影响”和“不

正当手段”本身是有弹性的；对商标有一定影响的要求标准不宜过高，并可以结合注册人的明知或恶意

进行考虑。  

   6、在日本国株式会社双叶社与国家工商行政管理总局商标评审委员会、上海恩嘉经贸发展公司

商标行政纠纷申请再审系列案中，最高人民法院（2007）民三监字第 25-1、26-1、27-1、28-1、29-1、

30-1、31-1、32-1、33-1 号驳回再审通知认为，依据商标法第三十一条等规定，以争议商标的注册侵

犯在先著作权等为由提起申请撤销该注册商标，应当自该注册商标注册之日起五年内提出；关于商标法

规定的五年期限应自 2001 年 12 月 1 日商标法生效之日起计算的认定没有法律依据。  

   7、在云南滇虹药业集团股份有限公司与汕头市康王精细化工实业有限公司、国家工商行政管理

总局商标评审委员会商标行政纠纷申请再审案中，最高人民法院（2007）行监字第 184－1 号驳回再审

申请通知明确了商标法第四十四条第（四）项规定的“使用”，应该是在商业活动中对商标进行公开、

真实、合法的使用，并指出判断商标使用行为合法与否的法律依据，不限于商标法及其配套法规。经营

者在违反法律法规强制性、禁止性规定的经营活动中使用商标的行为，不能认定为商标法规定的使用行

为；商标法第四十四条规定的责令限期改正的处理办法，不适用于第（四）项规定的连续 3 年停止使用

行为，他人向商标局申请撤销该注册商标后，如果注册人没有使用的证据材料或者证据材料无效，并且

没有不使用的正当理由的，应该撤销其注册商标。  
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最高人民法院の知的財産権案件の年度報告書（2008） （翻訳） 

 

http://www.chinacourt.org/html/article/200904/23/354227.shtml 

中華人民共和国最高人民法院知的財産権法廷 

2009 年 4 月  

 

目 次   

 序文 

 一、知的財産権の民事案件 

（1）特許案件 

（2）著作権案件 

（3）商標案件 

（4）不正競争案件 

（5）技術契約案件 

二、知的財産権の行政案件 

（1）特許を受ける権利確認案件 

（2）商標を受ける権利確認案件 

 

 序文 

 

最高人民法院知的財産権法廷は、本法院の各種の知的財産権民事紛争案件と一部の特許、商標を受

ける権利確認行政紛争案件を審理する。2008 年、最高人民法院知的財産権法廷において、特許権侵

害紛争、著作権侵害紛糾、商標権侵害紛争、不当競争紛争や各種知的財産権契約紛争、および特許権、

商標を受ける権利確認紛争などの知的財産権案件が 277 件あった。さらに 2007 年に未結審の各種案

件 52 件を加え、通年で合わせて 329 件の各種の案件を審理し、2007 年と比べれば 103.9%の増加に

なる。最高人民法院は、法に基づき知的財産権審理の職責を履行し、各種の知的財産権紛糾を解決す

ることによって、当事者の適法な権益を十分に保護した。同時に、最高人民法院は一連の疑わしく判

断や処理がし難い案件と新種の知的財産権の裁判を通して、法律適用に関する問題を絶えず明確にす

ることで、知的財産権の司法基準を統一してきた。最高人民法院が裁判を行ったこれらの知的財産権

案件中の法律適用の問題に対する解釈は、全国の人民法院の知的財産権司法保護業務にとって指導と

参考の意味がある。適時に審判経験を総括し、審判の監督と指導を強化し、知的財産権の法律適用基
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準の統一と完全化を促すため、最高人民法院の知的財産権法廷は、2008 年度に結審した 184 案件中、

典型案件 23 件の判決摘要を選び本年度の報告書を作成し、ここに発布する。 

 

一、知的財産権の民事案件 

（一）特許案件 

1、施特里克斯有限公司（「Strix Limited」）と寧波聖利達電器製造有限公司、華普超市有限公司の特許

権侵害紛争案件の再審申請について、最高人民法院（2007）人民三監字第 51－1 号は再審申請を却下

した。通知によれば、公知技術の抗弁の適用には、権利侵害と提訴された製品中の特許権保護範囲に

入ると主張された全ての技術特徴が、既に公開されたその他の既存の技術方案の相応な技術特徴と同

じまたは同等かということのみが必要とされ、権利侵害と提訴された製品が特許権者の特許と同じと

いう理由により、公知技術の抗弁原則の適用を排除することはできない。 

 

2.遼寧省の高級人民法院が、朝陽興諾公司が建設部の公布した業界基準「複合キャリヤ杭拡張設計規

程に基づき、設計、工事を行い、基準中に記載される特許を実施する行為が特許権の侵害になるかに

関する伺い案件において、最高人民法院（2008）民三他字第 4 号の回答書簡によると、現在、我が国

の基準制定機関が基準中の特許情報の公開と使用制度をまだ打ち立てていないという実情に鑑み、特

許権者が基準の制定に参与し、あるいはそれを通じて特許を国家、業界あるいは地方基準に取り入れ

ることに同意した場合、特許権者が、第三者に該当基準の実施を許可すると同時に、当該特許の実施

を許可するものとみなし、第三者の関連実施行為は、特許法第 11 条規定する特許権の侵害行為には

該当しない。特許権者は、実施者に一定のロイヤリティーを支払うように請求することができる。し

かし、支払う金額は正常なライセンスロイアリティーよりも確実に低めに設定すべきである。ライセ

ンサーがライセンスロイアリティーの放棄を承諾する場合、その承諾に従う。 

 

3、 浙江杭州鑫富薬業有限公司が山東新発薬業有限公司、上海愛兮緹国際貿易有限公司を訴えた発明

特許臨時保護時間のロイアリティー紛争と発明特許権の権利侵害紛争の管轄権異議の再審申請に関

し、最高人民法院（2008）民申字第 81 号民事裁定により、発明特許臨時保護期間のロイアリティー

紛争の管轄確定原則が明確にされた。最高人民法院は、発明特許の臨時保護期間のロイアリティー紛

争は一般的な意味での特許侵害紛争ではないが、本質的には特許と関係のある権利侵害紛争であり、

民事訴訟法の第 29 条、権利侵害訴訟の管轄確定原則に従って、臨時保護期間のロイアリティー紛争

の管轄を確定すべきであるとしている。特許臨時保護期間のロイアリティー紛争は、性質上、特許権

侵害紛争と最も類似し、そのため、法律あるいは司法解釈によりこの種の案件の管轄について特別規
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定が制定される前は、特許権侵害紛争の管轄規定を参照して管轄を確定することができる。権利侵害

と提訴された行為が発明特許の授権公告日の前後に跨がる場合、その行為には前後の連続性、一致性

がある為、当事者が訴訟を行うことを考慮して、権利者が臨時保護期間のロイアリティーと特許権侵

害行為の両者に対して権利を主張することを認めるべきである。 

 

4、藍星化工新材料有限公司、江西星火有機硅厂（「ケイ素工場」）と山東東岳有機硅材料有限公司、

山東東岳氟硅（「フッ素ケイ素」）材料有限公司、北京石油化工設計院有限公司が実用新案権侵害紛争

の上訴案件において、最高人民法院（2008）民三終字第 7 号民事裁定によると、受理法院が案件の管

轄権を有することが審理の前提であり、訴訟主体の確定と管轄権の確定にコンフリクトが発生した場

合、受理法院がまず管轄権の問題について裁定を下すべきとしている。 

 

5、蔡朗春と彿山石湾鷹陶磁器有限公司、江門市新力塑料厂（「プラスチック工場」）有限公司、朱根

良の特許権侵害紛争の管轄権異議申立て再審案件において、最高人民法院（2008）民申字第 19 号の

民事裁定によると、杭州市中級人民法院は、すでに再審申請者が案件関連特許権について提起した多

くの権利侵害訴訟を審理した実績があり、しかも当事件は浙江省内に大きな影響のある事件ではない。

したがって、案件審理のために、民事訴訟法の第 39 条規定に基づき、上級人民法院は、当院の管轄

する第一審民事案件を下級の人民法院にて審理することができる。 

 

（二）著作権案件  

6、広東大聖文化伝播（「普及」）有限公司と洪如丁、韓偉、広州音像（「録音録画」）出版社、重慶三

峡光盤（「ディスク」）発展有限責任公司、連盛商業連鎖（「チェーン」）株式公司の著作権侵害紛争再

審申請案において、最高人民法院（2008）民提字第 51 号民事判決によって、著作権法の第 39 条第 3

項と第 41 条第 2 項の法律の適用範囲の問題が明確にされた。著作権法第 39 条第 3 項は、音楽作品の

著作権者の法定許可制度の制限、即ち「録音制作者は、他人が適法に制作した録音製品の音楽作品を

使って録音製品を製作する場合、原著作権者の許可を得なくてもよい。しかし規定に基づき報酬を支

払わなければならない。」を設定した。該当規定では、他人が適法に制作した録音製品の音楽作品を

使って録音製品を制作する場合に著作権者の許可を得る必要がないことのみを規定しているが、該当

規定の立法の本意は音楽作品の普及を促進することであり、この種類の音楽作品を使って制作した録

音製品のコピー、出版については、同様に著作権法の第 39 条第 3 項の法定許可の規定が適用される。

つまり、著作権者から許可を得て制作した音楽作品の録音製品は一度公開された後、他人が更にこの

音楽作品を使って別途制作した録音製品を制作し、コピー、発行することに、第 41 条第 2 項の「著
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作権人の許可を得て」との規定は適用されない。 

 

7、新伝在線（北京）信息技術有限公司と中国網絡（「ネット」）通信集団公司自貢子公司のインター

ネット情報放送権侵害紛争再審申請案において、最高人民法院（2008）民申字第 926 号の民事裁定に

よると、当事者が提供した関連公証証拠について、人民法院は必要があれば、ネット環境とネット証

拠の具体的な情況に応じて、公証証拠のネット情報部分が、インターネットから取得されたものであ

って、当地のコンピュータから取得したものではないことを審査し、その上で、判決の根拠となるか

否かを判断すべきであるとしている。技術上、確かに予めローカルのコンピュータに目的のホームペ

ージを設定し、このコンピュータからインターネットにアクセスした場合、当該偽造目的のホームペ

ージとその他の真実のホームページが同時に併存する可能性があり、公証が公証処以外の場所で行わ

れ、公証に使用するコンピュータおよび USB が公証前に公証員のコントロールの下に置かれず、し

かも公証書にこのコンピュータおよび USB の潔白性について検査したという記載がない状況におい

て、最高人民法院は、この種類の公証書は、公証員の前で公証書を記録した行為が発生したことは証

明できるが、しかし行為がインターネットの環境中で発生したことを証明するにはまだ十分ではない。

当該案件は、人民法院にとって、ネットに関わる公証証拠を如何に審査するかについて指導的な意義

があるだけではなく、ネットに関わる公証行為の規範にも有益である。 

 

8、日本国株式会社の双葉社と上海恩嘉経貿発展有限公司、広州市誠益眼鏡有限公司、響水県世福経

済発展有限会社との著作権侵害紛争案件再審申請案において、最高人民法院（2007）民三監字第 14-1

号の民事裁定によると、双葉社の提訴請求は、被申立人の誠益公司、世福公司が登録又は所有商標の

中で、自らが著作権を有する「クレヨンしんちゃん」の美術作品を不法に使用したことを主張するだ

けでなく、恩嘉公司が許可を得ずに、製品の販売、宣伝を行う際に、その美術作品を不要に使用した

ことを主張した。双葉社の上述の販売、宣伝など実際の使用行為に対する訴訟提起は、民事権益の紛

争に該当し、民事訴訟法第 108 条の規定に合致する場合、人民法院はそれを受理する。 

 

9、中国文聯録音録画出版社、天津天宝文化発展有限公司、天津天宝光碟（「ディスク」）有限公司と

広東唱金影音有限公司および河北省河北梆子劇院（「バンズ劇場」）などの著作権侵害紛争上訴案にお

いて、最高人民法院（2008）民三終字第 5 号民事判決によると、まず、芝居全体の上演について、そ

の準備、組織、稽古などは劇場あるいは劇団などの上演団体が主事するものであり、必要な投資は上

演団体が引き受け、上演により体現されるのは上演団体の意思である。ゆえに、上演団体が著作権法

の意味上の演技者になる。次に、ビデオ制作者の有する「ビデオ制作者権」は、演技者および関連の
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著作権者から授権した「独占して芝居の録音録画製品を出版、発行する権利」と異なり、前者は自分

が録音・録画したビデオ製品に対して有するコピー、発行、レンタル、情報ネットでの宣伝などの権

利で、後者は専有出版権に類似し、他人が未許可で、同一の演技者が出演するその芝居をビデオ製品

を、出版、発行することを禁止することができる。又、公演の上演回数、制作の版数には限られない。 

 

10、孫楠と北京金視光盤（「ディスク」）有限公司、淄博銀座商城有限公司、江西音像（「録音録画」）

出版社の演技者権（「演出者権」）侵害紛争事件において、最高人民法院は（2008）民申字第 804 号民

事裁定をもって本案を再審とした後、当事者が訴訟取り下げを申請したため、（2008）民提字第 55

号民事裁定をもって訴訟取り下げが許可され結審となった。しかし、該当案件の審理を通して、当事

者の挙証責任と関連証拠の認定基準への認識が統一された。演技者の身分の確定に関し、本案件の関

連ディスクのカバーとチップに「孫楠対視 」、「sun nan:最新特集」の文字表示があり、孫楠の写真が

何枚も印刷されている。しかも孫楠はその中の関連曲目について出演の事実を認め、この事実に相反

する証拠がない状況において、孫楠を関連曲目の演技者と認定することができる。権利侵害者の身分

の確定に関して、まず、金視公司は関連ディスクのコピー、発行を否定したが、ディスクには生産元

の識別コード（SID）が刻まれている。次に、それは、その人民法院に提出したコピーの委托書は偽

造であるとしたが、その偽造者についての説明はない。関連ディスクに表示されている出版番号、出

版発行日におよび関連文字が、別途合法的に締結した一通のコピーの委托書と何故一致するのかなど

について合理的な説明を行っていない。さらに、江西音像出版社も、金視公司が勝手に同社の出版許

可番号（「版号」）を盗用したと証言している。上述の証拠を総合的に見れば、金視公司が関連ディス

クをコピー、発行したと認定することができる。    

 

11、王志栄と湖南大学の出版契約紛争再審申請案において、最高人民法院（2008）民申字第 823 号民

事裁定によると、当案件の主要な法律問題は、国家版権局が制定した「文字作品の出版に関する報酬

についての規定」第 16 条が、該当事件中に適用されるかの問題である。最高人民法院は、この条の

法律根拠（修正前の著作権法実施条例第 40 条は 2002 年 9 月 15 日の改訂によりすでに削除された。）

について、現況、国家の関連部門は、「文字作品の出版に関する報酬についての規定」第 16 条をまだ

調整していないが、この条項は現行の「中華人民共和国の著作権法」の精神に合致しない時代遅れの

内容であり、本案件においては適用すべきではないとしている。 

 

12、張培蓮と四川科学技術出版社著作権侵害紛争再審申請案において、最高人民法院（2008）民申字

第 126 号民事裁定により、すでに発効した判決で権利侵害が確定し、権利者に十分な弁償が行われた
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図書について、当該判決の発効後に継続発行することは、原判決の履行問題に該当し、新たな権利侵

害行為とはならないことを明確にした。 

 

（三）商標案件 

13．深圳市遠航科技有限公司と深圳市騰訊計算機系統（「コンピューターシステム」）有限公司、騰訊

科技（深圳）有限公司、深圳市騰訊計算機系統有限公司西安分公司の商標権侵害及び不正競争紛争に

関する伺い案件において、最高人民法院は（2008）民三他字第 12 号の回答書簡によると、「一定地域

の公衆の中で習慣化されたトランプゲームの名称は、当事者がそれを商品若しくはサービスを区分す

るための商標使用ではなく、ただ当該ゲームの内容、特徴などを表すゲームの名称として使用する場

合、正当な使用と認めることができる。前記の状況に該当するか否かは、事件の具体的な情況ををみ

て、商標法実施条例第 49 条の規定に基づき認定すべきである。」。 

 

（四）不正競争案件 

14．広東偉雄集団有限公司、彿山市高明区正野電器実業有限公司、広東正野電器有限公司と彿山市順

徳区正野電器有限公司、彿山市順徳区光大企業集団有限公司の商標権侵害と不正競争紛争再審申請案

件において、最高人民法院（2005）民三監字第 15-1 号民事裁定によると、不正競争防止法によって

保護される企業名称、特に字号は、一般的な意味の人身権と異なり、その他の市場主体と区別するた

めの商業マークであり、承継することができる。」としている。更に、当該裁定では、「他人の登録商

標と同じ文字を企業名称の字号として登録･使用し、類似する製品を生産·経営して関係公衆に商品の

出所・発生を混淆させるに十分な場合、たとえ他人の商標が知名商標若しくは著名商標に認定されて

なくても、依然として不正競争行為と認定することができる。」を明確にした。 

 

15．艾利丹尼森公司（「averydennison 社」）、艾利（「avery」）(広州)株式会社、艾利(崑山)株式会社、

艾利（中国）有限公司と四維企業股份株式公司、四維実業(深圳)有限公司、南海市里水意利印刷工場、

仏山市環市鎮東昇汾江印刷工場経営部の商業秘密侵害紛争管轄権異議上訴案において、最高人民法院

（2007）民三終字第 10 号民事裁定によると、商業秘密を侵害し製造された製品を販売する行為は、

不正競争防止法第 10 条に定める商業秘密侵害行為に該当しない。通常、商業秘密を利用する行為の

実施地と結果発生地は重なる。というのは、商業営業秘密の使用過程とは、通常、権利侵害製品の製

造過程であり、権利侵害製品の製造の完了と共に、商業秘密侵害の結果が発生する。したがって、当

該製品の販売地を商業秘密侵害の結果発生地とすべきではない。 
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(五)技術契約案件 

16.長城自動車有限公司と考泰斯（「Kautex」）(上海)塑料制品（「プラスチック製品」）有限公司との技

術開発委託契約紛争の管轄権異議申立の再審案件において、最高人民法院（2008）民申字第 46 号民

事裁定によると、民事訴訟法第 24 条の規定によって、契約履行地の人民法院が契約紛争に関わる訴

訟の管轄権を有するとしているが、「履行地」が何を意味するのかは明確に定めていない。「最高人民

法院「中華人民共和国民事訴訟法」の適用に関する若干問題の意見」にも技術契約の履行地に関して

の説明がないが、契約法第四章には契約履行地の確定原則が定められている。従って、契約法の契約

履行地に関する規定によって、民事訴訟法第 24 条に定める契約履行地を確定することができる。 

 

二、知的所有権行政案件 

（一）特許を受ける権利確認案件 

1．済寧無圧鍋炉厂（「ボイラー工場」）と国家知的財産権管理局特許再審委員会、第三者舒学章の発

明特許無効紛争再審理案件において、最高人民法院（2007）行提字第 4 号行政判決は、特許法上の重

複授権禁止の原則を説明し、関連行政操作の合法性を明確にした。また特許法上の「同様な発明創造」

の概念の内包についても明らかにした。本件の争点は元々中国特許管理局が 1995 年 9 月 28 日に発布

した「審査ガイドライン」第 6 号にて確立された「同一の出願者が同じ発明について特許と実用新案

の両方を出願できる」という関連行政操作が、特許法の重複授権禁止の原則に該当するか否かにある。

当該争点は、国の特許管理局が当規定によって特許を授与した千件以上の特許の有効性に係る。最高

人民法院は下記の判断をした。特許法上の同じ発明とは保護範囲が同じ特許出願若しくは特許という

意味である。判断方法上、それぞれの保護請求の内容についてのみ比較を行えばよく、本件に関わる

2 つの特許は同じ発明創造とはならない。特許法上の重複授権禁止というのは、同じ発明創造につい

て、有効状態にある特許権が 2 つまたは 2 つ以上存在することはできないと言う意味であり、同じ発

明創造は、一度しか特許権を授与できないということではない。よって、関連の行政操作は、当時及

び現行の重複授権禁止の立法精神には違反していない。 

 

2、国家知的財産局特許再審委員会と科万商標投資有限公司、彿山市順徳区信達染整機械株式会社の

外観設計特許登録無効再審申請の系列案件において、最高人民法院（2008）行提字第 4、5、6、7、8

号行政判決により以下の意見が明らかにされた。特許法実施細則第十三条第 1 項は重複授権禁止の規

定であり、外観設計といえば、外観設計特許の間でのコンフリクトの発生を防ぐために、外観設計が

同じものでも相似するものでも、また、同一の申請者であるか否かに関わらず、上記の行政法規の規

定に従って一つの特許権を授与すべきである。登録無効と認定された特許は初めから存在しないこと
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になるので、重複授権であるかどうかの対象にすべきではない。各ユニットは同じで、異なるのはユ

ニット数の簡単な増加または減少である場合、相似する外観設計と認める。 

 

3、如皋市愛吉科紡織機械有限公司が国家知的財産管理局特許再審委員会、第三者王玉山を訴えた実

用新案登録無効紛争案において、最高人民法院は（2007）行提字第 3 号行政裁定により、企業基準登

録が特許法の意味上の公開を構成するかどうか、および人民法院が特許権確認行政案件に対して司法

変更権を行使できるかどうかの 2 つの重要な問題が明確にされた。最高人民法院は下記の意見を述べ

た。企業基準登録とは、基準の具体的な内容を社会に公開発布することを意味せず、登録を公衆が自

由に閲覧·取得できることを意味するものでもない。従って、企業基準の登録行為そのものが特許法

の意味上の公開にはならない。既存の行政訴訟法の枠組みの中で、人民法院が判決主文において特許

権にかかわる効力を直接認定するには、法律上まだ十分な根拠がない。 

 

(二)商標を受ける権利の確認案件 

4、西南薬業株式公司と国家工商行政管理総局の商標審議委員会、拜耳消費者護理（「Bayer 消費者保

護」）股有限公司の商標行政紛争再審申請案において、最高人民法院（2007）行監字第 111-1 日号再

審却下の通知によると、通用名称には法定通用名称と習慣的と約定された通用名称が含まれ、地方薬

品基準に入る名称は原則的に通用名称と認定されるが、当該国家薬品基準の改正後は、それを法定通

用名称と認定すべきではない。当該名称が通用名称になるか否かの判定基準は、当該名称がすでに同

業界の経営者が習慣的であると約定し、普遍的に使用されるある種の商品を表す名詞になっているか

という基準であり、通用名称と判定する時点については、評議する時の実状に基づき判断すべきであ

る。 

 

5、常州誠聯電源製造有限公司と国家工商行政管理総局の商標審議委員会、常州市創聯電源有限公司

の商標行政紛争再審申請案において、最高人民法院（2006）行監字第 118－1 号再審申請却下の通知

により、商標法の第四十一条第 1 項の「詐欺手段あるいはその他の不正手段を通じて登録を行った」

状況の並列が関わるのは、商標登録の取り消しの絶対事由であり、先使用権に関わる登録商標紛争で

は、この条項の「その他の不正手段」を個人の権利に関わる商標取消し紛争事件に適用すべきではな

く、商標法第 41 条第 2 項、第 3 項の規定が適用されるべきである。同時に、該当通知により、誠実

信用の原則に背き争って先使用商標を登録したり、他人のその他の先使用権に損害を与える問題を解

決し、不当競争行為を制止するために、商標法第 31 条の規定を正しく理解し適用すべきことを、更

に明確にしている。商標法の第 31 条では、未登録商標の保護について、3 つの条件を設定している。
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すなわち、先に使用していること、一定の影響があること、他人に不正の手段をもって争って登録さ

れたことである。その中の「一定の影響がある」と「不正手段」の解釈には幅があり、商標に対する

一定の影響があるとの要求基準は高く設定すべきではなく、かつ登録人が事情を知り得ていることま

たは悪意であることを考慮しながら判断を行う。 

 

6、日本国株式会社双葉社と国家工商行政管理総局の商標審議委員会、上海恩嘉経貿発展有限公司の

商標行政紛争再審申請系列案において、最高人民法院（2007）民三監字第 25-1、26-1、27-1、28-1、

29-1、30-1、31-1、32-1、33－1 号再審却下通知によると、商標法第 31 条などの規定に基づき、論争

の商標登録が先使用著作権などを侵害することを理由とする該当登録商標の取消申請は、当登録商標

を登録した日から 5 年以内に行わなければならない。商標法に規定する 5 年の期限を 2001 年 12 月 1

日の商標法の発効日から起算するとの認定に法的根拠はない。 

 

7、雲南滇虹薬業集団股株式公司と汕頭市康王精細化工実業有限公司、国家工商行政管理総局の商標

審議委員会、商標行政紛争再審申請案において、最高人民法院（2007）行監字第 184－1 号再審申請

却下の通知により、商標法第 44 条第（4）号の「使用」とは、商業活動における商標の公開の、真実

な、合法な使用のであることを明確にし、かつ商標の使用行為が合法か不法かの法律根拠は、商標法

とその関連法規だけに限られないことが指摘された。経営者が法律法規の強制的な禁止規定に背き、

経営活動中に商標を使用する行為は、商標法上の使用行為とは認定できない。又は、商標法第 44 条

にて規定する期限内の是正命令による処理方法では、第（4）号の「連続して 3 年間使用行為を停止

する」は適用されず、他人が商標局に当該登録商標の取消しを申請した後、もし登録人が使用してい

る証拠がない、あるいは証拠が無効でかつ不使用の正当な理由がない場合、その登録商標を取消すも

のとする。                                                  

出典： 人民法院報 
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五 まとめ 

 

中国では、その 2001 年 12 月の WTO 加盟以来、知的財産権に関する法律法規、司法解釈が数多く

発布され或いは修正が成され、又高い経済成長及び外資投資環境の整備に伴ない、中国の知的財産権

保護についても著しい進展が見られた。二十世紀八十年代から現在までの 30 年の間、中国の知的財

産権事業は発展してきた。国内の情況を満足するだけでなく、国際義務をも履行し、完全な知的財産

権制度を構築した。知的財産権に関する知識も全社会に普及し、知的財産権制度の整備が経済の発展

をさらに促進している。法院では専門に知的財産権紛争の審理を行い、裁判官の専門知識も、法律の

運用能力についても著しい進歩があった。 

知的財産権保護の手段として、中国の法院は損害賠償による解決を重視し、これを積極的に適用し

ている。最高人民法院は、浙江華田公司、ヤマハモーター株式会社の商標権侵害事件において、800

数万元の損害賠償を裁定した。これは、今までで最も高額の損害賠償になる。又、中国の法院は、当

事者の法律上の権利の平等性を一貫して保護している。例えば、渉外事件についても、公正な審理を

行い、外商投資者に対しても良好な司法環境を作り、国際的にも良好なイメージを与えた。 

しかし、本調査結果をみれば、中国政府当局による知的財産権審判に対する取り組みは強化されて

いるものの、幾つかの固有の問題は依然として深刻な状況にある。例えば、渉外民事案件の審理時間

に関して法律上明確な規定が存在しないため、審理時間が延長している問題26や、北京市、上海市人

民法院のホームページにおいて、一部の知的財産権案件の判決内容が全面開示されず、その透明性が

依然として確保されていないなどが挙げられる。 

尚、中国が、知的財産権に関して、世界の先進諸国のレベルに並ぶためには、更に知的財産権にか

かる審判業務を強化し、知的財産権案の管轄、受理、審判などの法制度の整備、司法解釈の質の向上

並びに明瞭化を進め、判決内容の公開及び透明性を高めることなどが必要であると考える。 

 

以上 

 

 

 

 

                                                  
26 「民訴法」第 135 条、159 条、250 条によれば、普通民事訴訟の場合：通常、第一審の所用期間が 6 ヶ月＋3 ヶ月＋

上級裁判所の認可期間となり、第二審の所有期間が、3 ヶ月＋本裁判所院長の認可期間となる。尚、外国当事者があ

る場合、上記期間の制限を受けない。 
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